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所 属 弁 護 士 が お 届 け す る

弁護士だよりたい
とう

「法律事務所たいとう」の

所属弁護士ってどんな人?

普段はなかなか見られない個性が

チラリと垣間見えるコーナーです。

目黒の虐待死事件の報道をきっかけに、児童虐
待についていろいろな意見が発信されています
が、まだ自分の考えを整理できずにいます。
子どもの生命・人権を守るために親元から引き
離すべきケースは、もちろんあります。ただ、親と
離れられれば解決ではなく、その後も子どもたち
の人生は続いていくのです。
佐藤弁護士と私が出演する もがれた翼パート
25『パッチワーク』は、様々な事情で親と暮らせな
い子どもたちが生活する「自立援助ホーム」が舞
台です。このような子どもたちに、大人として何が
できるのか、舞台を通じて考えたいと思います。

弁護士 吉 川 由里

『パッチワーク』に願いを込めて

先日初めて消費者教育の講師として、大学へ伺
いました。（もちろん先輩の先生と一緒にですが）
成人年齢の引き下げ法案の成立に伴い、若年層
の消費者被害がより懸念され、消費者教育の重要
性が見直されています。
主催してくださった大学の先生が、これからご
自身が関わる大学生の消費者被害について、とて
も懸念されていました。
私は、本年４月より、研修員として、東京弁護士
会消費者問題特別委員会に所属しており、今後、
消費者被害の予防の観点から、消費者教育に力
を入れていきたいと思っております。

弁護士 上 柳 和 貴

消費者教育講師デビュー

2年前から始めた「たいとう読書会」、今年は、
「弁護士って面白い！」（日本評論社）、「解決志向ブ
リーフセラピー」（ほんの森出版）、「青い鳥」（新潮
文庫）を読み終えました。

中でも「青い鳥」は、以前から折に触れて読み返
してきた一冊ですが、今回もやっぱり号泣し、今
まで気づかなかった発見や解釈にも出会えたりし
て、参加者の中で一番楽しんでいます。

何度も読み返せる良作は、今の自分を図るバロ
メーターのようですね。

弁護士 佐 藤 香 代

本を通じて出会う『今の自分』

私がホームロイヤー（かかりつけの弁護士）を
している方から、『上野千鶴子が聞く　小笠原先
生、ひとりで家で死ねますか？』（朝日文庫）という
本を紹介してもらいました。医療の面から「おひ
とりさまの老後」を扱った本ですが、後見人などと
して老後の人生を支える法律家にも、とても参考
になります。

年齢を重ねても、体調が変わっても、その方ら
しい人生が送れるように。これからも、ひとりひと
りの方と向き合って、それぞれの「安心・自信・自
由」の形を追求していきたいと思います。

弁護士 生 駒 真 菜

自分らしい人生を

俳優加藤剛さんが６月に亡くなった。彼が主演し
たTV「人間の条件」を小学生時代に見て、戦争・軍
隊という究極の状況の中で信念を貫く「梶」に感動
しつつ、俺には無理だな、と感想文をつづった記憶
がある。これをきっかけに五味川純平の超大作の
原作を読み、「戦争とは何か」「どう生きるか」を自
問する最初のきっかけとなった。「砂の器」「戦争と
人間」などの映画で社会構造について教示を受け、
青春時代の重要なターニングポイントとなった思
い出がある。

弁護士 清 水 洋

俳優・加藤剛さんに想う
たいとうよろず情報局

①遺言（ゆいごん、いごん）
自分が死んだとき、誰にどのような財産を渡したい
か、自分や先祖の供養を誰に任せたいか、ということを
決めて形にしておく方法として「遺言」があります。
財産を渡す代わりに永代供養をしてもらう、というよ

うに条件を付けることもできます。

②死後事務委任契約（しごじむいにんけいやく）
火葬、葬儀、納骨、供養、最後に残った病院代などの
支払い、各所への届け出など…自分が死んだ後のあれ
これ（死後事務）を、特定の人にお願いしたいときに使
えるのが、「死後事務委任契約」です。
スムーズに動き出せるように、公正証書で作成したり、
あらかじめ一定額を預けたりしておくと、よいでしょう。

③任意後見契約（にんいこうけんけいやく）
将来、認知症などで判断力が弱くなることもありえま

す。その場合にそなえて、自分で判断ができるうちに、信
頼できる人に、将来判断力が落ちた場合に自分の後見
人になってもらうよう頼んでおくのが、「任意後見契約」
です。任意後見契約は、公正証書でする必要があります。

④財産管理委任契約（ざいさんかんりいにんけいやく）
将来、判断力はあるけれども、病気などで体が不自由

になることもありえます。そんな場合にそなえて、信頼
できる人に、将来体が不自由になったら財産管理など
一定の事務をしてもらうよう頼んでおくのが、「財産管
理委任契約」です。
任意後見契約と財産管理契約を同時に結んでおく

と、判断力が落ちた場合にも体が不自由になった場合
にも対応できます。

⑤尊厳死宣言公正証書（そんげんしせんげんこうせいしょうしょ）
治らない病気になって死期が近づいたとき、ただ死期

を延ばすためだけの延命治療はしてほしくない。その
希望が家族や医師たちにはっきり伝わるようにするた
め作るのが「尊厳死宣言公正証書」です。
尊厳死宣言は公正証書でなくてもできますが、公正
証書にすることで、自分の意思がより明確に伝わりやす
くなります。

⑥エンディングノート
遺言や公正証書を作るというのはちょっと気が引ける、

でも最後まで自分らしく生きるために、自分の希望などは
整理しておきたい…。そんなときに活用できるのが「エン
ディングノート」です。
お葬式の希望や、最後のお別れに来てほしい人やメッ
セージなど、細かな希望を伝えるためにも、活用できます。

自分らしく生きるための「終活」メニューははいろい
ろあります。ご自分に何が適しているか、費用はどれく
らいかかるのか、など、気になった方は、いつでもご相談
くださいね。

ー 弁護士　生駒 真菜

「終活」～わたしらしく生きるために～
家族がいない、あるいは、家族はいるけれど「迷惑」はかけたくない…
そんな方々からご要望の多い、老後の安心を支える「終活」のメニューを紹介します。
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＋ 西日本豪雨災害は15府県、約11万人に避難指示が出され、死者約200名を超え
る平成で最悪の大災害となった。九州北部豪雨から１年のことである。
大災害が予想され避難指示が出された７月５日の夜に、安倍首相ら自民党幹部

らは若手議員と「赤坂自民亭」で乾杯をしていた。非常災害対策本部の設置はそれ
から３日後である。その後首相は欧州・中東の外遊を中止したという。「豪雨優先」を
強調するが、秋の総裁選への目線が見え隠れする。緊張感を失い、すべて後手に回っ
ているこの「国民不在」感覚はどこに根差すのか。「隠ぺい・改ざん・ねつ造・虚偽・セ
クハラ」で渦巻く政・官界、トカゲの尻尾切りで終息させようとする安倍首相。不信を
生んでいる最大の張本人として、国民の怒りは安倍政権の退陣を迫っている。

今年のあまりの暑さに、事務所の
冷蔵庫の麦茶水筒は、４本に増えま
した！ せっせと麦茶を作っています。
暑さに弱い私は、夏休みを前にし
て、すでにバテ気味です。みなさま、
この猛暑に負けぬよう、水分を十分
にとって、体調にはくれぐれもお気
を付けてお過ごしください。

（真木内桃子）

国民感覚に鈍磨な安倍政権 事務局 つうしん
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